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タイ投資促進委員会（ＢＯＩ）は８月２８日、国際標準の省エネ自動車「エコカー」生産事業に対する第２

次投資奨励策「エコカー２プロジェクト」の導入および諸条件を発表しました。自動車メーカー各社を対象に

２０１４年３月まで投資申請を受付けます。本奨励策では在タイ自動車部品メーカーの開発支援を行うことで

法人税の免除期間が追加される為、部品メーカーの更なる裾野拡大が期待されます。尚、認可を受けた事業者

は２０１９年までに生産開始を行う必要があります。詳しくは以下の通りです。 

 

 

 エコカーの規格 

１．排気量はガソリン車で１３００ｃｃ以下、ディーゼル車で１５００ｃｃ以下。 

２．搭載エンジンは欧州排出ガス規制「ユーロ５」の基準を満たすとともに、二酸化炭素（ＣＯ２）排気 

量を走行１キロ当たり１００グラム以下とする。 

３．燃料４．３リットルで１００キロ走行可能。 

 

 メーカーに課す条件 

１．車両組み立て、エンジン製造、部品製造・調達を含む一貫製造体制を整え、６５億バーツ以上を投資

すること。 

２．生産開始から４年目以降の年産台数を１０万台以上とすること。 

３．第１次エコカー奨励策で促進権を取得した５メーカー（日産自動車、ホンダ、三菱自動車、スズキ、

トヨタ自動車）は生産能力拡張、または第２次奨励策に基づく新規投資のいずれかによる申請が可能。

新規投資する場合は、土地代・運転資金を除く５０億バーツ（約１５３億円）以上の投資を条件とす

る。 

 特別な恩典 

１．設備機械の輸入関税を免除 

２． 投資奨励事業者は６年間の法人所得税を免除 

３． 下記に該当する場合、法人所得税免除期間を追加 

・５年以内に在タイ自動車部品メーカーの開発支援に５億バーツ以上を投じた事業者には、法人所得税免除

期間を 1 年間追加し、合計で７年間とする。 

・５年以内に在タイ自動車部品メーカーの開発支援に８億バーツ以上を投じた事業者には、法人所得税免除

期間を２年間追加し、合計で８年間とする。 


